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３．環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

項 目 名 基準年度 現況 目 標 

自然公園の指定 

10地域 

28,537ha 

（18年度） 

10地域 

28,537ha 

（27年度） 

10地域の維持、拡大 

（30年度） 

自然環境保全地域の指定 

28地域 

1,956ha 

（18年度） 

28地域 

1,956ha 

（27年度） 

28地域の維持、拡大 

（30年度） 

自然公園ビジターセンター等利用者数 
11万 1千人 

（18年度） 

10万人 

（27年度） 

12万人 

（26年度以降毎年度） 

 

 

 

 

【２７年度の主な取組】 

① 生物多様性保全の核（コア）となる優れた自然環境の保全 

ア 自然公園による広域的な優れた自然環境の保全 

・生物多様性の観点を加えて行った自然公園現況調査等を踏まえた自然公園区域の見直しに向け

た検討を行いました。 

・自然公園区域では、原生的自然環境を保護するため、法令に基づく行為規制を実施しました。 

イ 自然環境保全地域等による拠点となる重要地区の保全 

・既指定地域の現況を確認し適切に保全するため、清和自然環境保全地域及び万木城跡郷土環境

保全地域の変遷調査を実施しました。 

・原生的自然環境の間の連続性を確保するため、道路法面の緑化や、本来河川が有している自然

環境の保全を推進しました。 

 ② 自然公園等を活用した自然とのふれあいの推進 

・各自然公園、首都圏自然歩道の利用動向に関する情報収集を行うとともに、自然公園施設等の再 

整備（犬吠埼園地公衆便所外溝工事等）や自然歩道の標識の整備などを実施しました。 

・九十九里浜地域への車両等の乗入れ規制の周知を図るため、車止め及び規制看板等の設置や、リ 

ーフレットの作成、テレビ・ラジオＣＭ等により啓発を行いました。 

 

【分析（目標達成阻害要因、状況の変化、課題等）】 

  ・自然公園や自然環境保全地域等を取り巻く自然状況や社会状況の変化による自然環境への影響が

懸念されます。 

・自然公園施設等の施設の老朽化が進んでいます。また各施設は野外活動を中心とした施設である  

ことから、気象状況による利用者数への影響が大きいものと考えられます。 

 

自然公園及び自然環境保全地域の指定については、基準年度と比べ増減はありません。 
自然公園ビジターセンター等の利用者数は、東日本大震災の影響などによる減少から持ち

直しつつありますが、基準年度と比較すると減少しています。 

（１）指標の現況

（２）評価

（３）２７年度の主な取組、分析及び今後の対応方針
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【分析結果を踏まえた今後の対応方針】 

・自然公園区域の原生的自然環境を保護するため、法令に基づく行為規制を実施し適正な管理を行

います。 

・自然環境保全地域等の現況を確認し適切に保全するため、28 年度においては清和自然環境保全地

域の変遷調査を実施します。 

・自然公園等の利用動向の把握を行うとともに、利用者の安全を確保するため、各施設の修繕を実

施していきます。  

 

・九十九里浜地域への車両等の乗入れ規制の周知を図るため、関係市町村等と連携の下、周知啓発

　に努めます。 
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（１）指標の現況

（２）評価

（３）２７年度の主な取組、分析及び今後の対応方針
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（１）森林の現状
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（２）　農地の現状

（１）　健全な森林整備・保全対策の推進

（３）　湖沼・沿岸域の現状
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の策定に当たっての指針となるものです。 

  また、市町村では地域森林計画に即して市町

村森林整備計画を策定し、地域の実情に応じた

森林整備を推進するための具体的な森林施策を

定めています。 

（イ）林地開発許可制度の運用 

  林地の適正な利用を確保し、森林の有する公

益的機能の維持を図るため、林地開発許可では、

災害・水害の防止、水の確保、環境の保全の観

点から森林における開発計画を審査し許可を行

っています。 

また、違法な開発を防止するため、林地巡視

パトロールを実施するとともに、土砂採取跡地

等の森林への早期回復指導を行っています。 

22 年 10 月から「千葉県林地開発行為等の適

正化に関する条例」が施行され、林地開発の許

可を受けた後に必要な届出や１ha 以下の小規

模林地開発を行おうとする際の届出等が事業者

に義務付けられるとともに、林地開発行為に伴

う災害の発生を防止するための緊急措置命令の

発動や違反行為者の氏名等の公表などが行える

ようになりました。 

（ウ）治山事業による保安林の整備 

保安林が有する公益的機能のうち、水源の涵

養や山地災害の防止、津波被害の軽減等の機能

の維持増進を図り、安全で安心して暮らせる県

土をつくるため、治山事業により、山崩れの復

旧・予防、水源林や環境保全林の整備、海岸防

災林の整備等を行っています。 

（エ）森林の整備と保全 

  林業・木材産業の振興と森林の有する公益的

機能を高度に発揮させるため、間伐を中心とし

た森林整備を促進しています。 

また、森林を健全な状態に維持していくため、

松くい虫の防除や非赤枯性溝腐病等の病虫害及

び気象災害による被害林の再生を推進していま

す。 

（オ）里山の保全、整備及び活用の促進 

  県民や里山活動団体等が主体となった活動に

より里山の保全、整備及び活用を促進し、良好

な里山の環境を次世代に引き継ぐため、15年に

全国の都道府県に先駆けて、千葉県里山条例が

制定されました。 

  この条例に基づき、里山の土地所有者と里山

活動団体による里山活動協定の締結を促進する

とともに、県民や企業等の多様な主体による森

林整備活動への参画や協働が図られるよう取組

を実施しています。 

 （カ）県営林の育成・管理 

  県民ニーズにこたえた活用を図り、森林の多

様な機能を発揮するため、県営林の適正な整備

を行っています。 

（キ）緑化の推進 

  県民参加によるみどりづくりを推進するため、

緑の募金活動、県民参加によるみどりの再生事

業などを実施するとともに、次代を担うみどり

の少年団の育成を行っています。 

 （ク）森林の回復 

  「千葉県林地開発行為等に関する緑化技術指

針」の内容を広く周知するため、開発事業者等

を対象とした緑化技術講習会を実施しています。 

イ 森林の持つ多様な機能の活用 

  県民の健康増進と青少年の健全育成を図るた

め、森林の持つ生物多様性の保全、地域文化の

継承、野外教育や森林レクリエーション等の多

様な機能を活用し提供する、県内６か所の県民

の森を整備しています。 

ウ 環境の保全に向けた林業の活性化 

森林資源の循環利用を実現するため、森林整

備に加えて、県産木材の利用を一体的に推進し

ています。 

 

 近年、集落機能の低下により、農地・農業用水

路等の地域資源を適切に管理することが困難とな

ってきています。 

また、自然環境や食の安心などに対する国民の

関心の高まりを背景に、農村地域の美しい景観や

豊かな自然環境の保全に対する期待や要請が高ま

っています。 

（２）農村環境の保全と活用
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ア 農地の保全と担い手の確保 

 農地の保全については、農業者や、地域の様々

な団体等が参画して活動を行う「多面的機能支

払交付金」が 26年度から始まりました。 

 農地法面の草刈りや水路の泥上げなどの農地

維持活動や農地、水路、農道等の地域資源の補

修や更新、景観形成の取組などの資源向上活動

に取り組んでいます。 

  27 年度は、44市町村、対象農地面積 24,021ha

で活動が実施されました。 

  耕作放棄地については、27年度に 617haの耕

作放棄地が解消されました。21年度から「耕作

放棄地再生利用緊急対策」が始まり、46 市町村

に地域協議会が設置されています。 

 イ 環境にやさしい農業の推進 

  「環境にやさしい農業」の取組み拡大を図る

ため、「ちばエコ農業」の推進、エコファーマー

の認定促進、有機農業への支援など総合的に推

進するとともに、消費者への理解向上を図って

います。 

 ウ 地域資源を活用した農山漁村の活性化 

  都市と農山漁村交流の普及拡大のため、農林

水産物直売所のＰＲや農林漁業体験の人材育成

など受入体制の整備を行っています。 

 

 ア 湖沼の水環境の保全 

  「湖沼水質保全特別措置法」では、水質汚濁

の著しい湖沼を指定し「湖沼水質保全計画」を

策定の上、下水道の整備等の各種事業、生活系

や産業系の排水に対する規制等の施策を総合

的・計画的に推進するとされており、本県では

印旛沼（13 市町）、手賀沼（７市）及び霞ヶ浦

流域（１市）が指定区域となっています。（Ｐ176

178

「湖沼水質保全計画」参照） 

 

 イ 沿岸域の保全と活用 

（ア）沿岸域の保全 

  千葉県は三方を海に囲まれており、東京湾（内

湾及び内房海域）及び太平洋側の九十九里・南

房総海域は豊かな水産漁場として重要であるほ

か、海水浴などのレクリエーションの場として、

県民のみならず近隣都県民に広く利用されてい

ます。 

  沿岸域の保全として、東京湾の水質改善のた

め、24年２月に第７次の「総量削減計画」を策

定し、汚濁負荷量の削減対策を総合的・計画的

に進めています。（Ｐ 「東京湾流入汚濁負荷

削減対策の推進」参照） 

（イ）三番瀬の再生について 

東京湾にはかつて 13,600ha もの干潟があり

ましたが、昭和 30年代の高度経済成長期以降、

その 90％以上が埋め立てられ、千葉県内でも三

番瀬、富津、盤洲にかろうじて残るだけとなっ

ています。(図表 2－3－1) 

 

 

三番瀬は、東京湾の最奥に位置し、浦安市、市

川市、船橋市、習志野市の埋立地に三方を囲まれ

ている約 1,800ha の干潟・浅海域です。昭和 30

年代から埋立てが計画され、昭和 50年代半ばにか

けてその一部が埋め立てられ、現在の海域の範囲

(図表 2－3－2)となりました。 

（３）湖沼・沿岸域の保全と活用

図表2－3－1 東京湾の干潟・浅瀬 
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三番瀬は、江戸前の豊かな漁場としての古い歴

史をもち、アサリ、カニ、カレイなど多様な生物

を育み、水質浄化機能を有するとともに、水鳥類

の中継地として重要な位置を占めるなど、東京湾

奥部に残された貴重な干潟・浅海域となっていま

す。 
三番瀬の自然環境を再生・保全し、地域住民が

親しめる海を再生するため、県では 18年 12月に

「三番瀬再生計画(基本計画)」を策定しました。

この基本計画で掲げた５つの再生目標を実現する

ため、12 の施策に沿って、これまでに「事業計画」

（計画期間：18～22 年度）、「新事業計画」（計画

期間：23～25 年度）及び「第３次事業計画」（計

画期間：26～28 年度）を策定し、各種事業に取り

組んでいます。 
計画の推進にあたっては、自然を対象とする不

確実性を考慮し、順応的管理により事業を行うと

ともに、地元４市、県民、地域住民、漁業関係者、

ＮＰＯ、国等と連携・協働して効果的に進めてい

ます。 
 

千葉県三番瀬再生計画の

図表2-3-2　三番瀬の範囲

構成 
基本計画（18年 12月策定） 
５つの再生目標 
「生物多様性の回復」 
「海と陸との連続性の回復」 
「環境の持続性及び回復力の確保」 
「漁場の生産力の回復」 
「人と自然とのふれあいの確保」 
 

12の施策 
第１節 干潟・浅海域 
第２節 生態系・鳥類 
第３節 漁業 
第４節 水・底質環境   
第５節 海と陸との連続性・護岸 
第６節 三番瀬を活かしたまちづくり 
第７節 海や浜辺の利用 
第８節 環境学習・教育 
第９節 維持・管理 
第 10 節 再生・保全・利用のための制度及び 

*ラムサール条約への登録促進 
第 11 節 広報 
第 12 節 東京湾の再生につながる広域的な取組 
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５節 市川市塩浜護岸改修事業  

 
護岸の安全確保の取組  

自然再生（湿地再生）事業  

  干潟的環境（干出域等）の形成等 １節 

６節 三番瀬を活かしたまちづくりの促進  

  
市川市塩浜護岸改修事業 ５節 

自然再生（湿地再生）事業 ５節 

７節 干潟的環境（干出域等)の形成等 １節 

  市川市塩浜護岸改修事業 ５節 

  自然再生（湿地再生）事業 ５節 

  三番瀬を活かしたまちづくりの促進 ６節 

 ルールづくりの取組  

８節 環境学習・教育事業  

  ビオトープネットワークの強化  

９節 三番瀬再生・保全活動の支援  

 

  

三番瀬自然環境データベースの更新  

三番瀬自然環境調査に対する支援  

  三番瀬の自然環境の調査 ２節 

 
ビオトープネットワークの強化 ８節 

国、関係自治体の広域的な取組 12節 

10節 
三番瀬の再生・保全・利用のための条例の制定  

ラムサール条約への登録促進  

11節 
三番瀬に関する広報  

三番瀬再生・保全活動の支援 ９節 

12節 国、関係自治体の広域的な取組  

節番号 事業名 再掲 

１節 干潟的環境（干出域等）の形成等   

  行徳湿地の保全と利用 ２節 

２節 行徳湿地の保全と利用   

  自然再生（湿地再生）事業 ５節 

  干潟的環境（干出域等）の形成等 １節 

  三番瀬の自然環境の調査   

  ノリ養殖業・貝類漁業対策 ３節 

  三番瀬自然環境調査に対する支援 ９節 

  三番瀬自然環境データベースの更新 ９節 

  生物多様性の回復のための目標生物種の選定   

３節 豊かな漁場への改善の取組   

  ノリ養殖業・貝類漁業対策   

  漁業者と消費者を結ぶ取組の推進   

４節 行徳湿地の保全と利用 ２節 

 
自然再生（湿地再生）事業 ５節 

海老川流域の健全な水循環系の再生  

 真間川流域の健全な水循環系の再生  

 干潟的環境（干出域等）の形成等 １節 

 合併処理浄化槽の普及  

 産業排水対策  

 流域県民に対する啓発  

 下水道の整備  

 青潮関連情報発信事業  

 貧酸素水塊情報の高度化  

図表 2－3－3 三番瀬再生計画（第３次事業計画）事業一覧
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